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(57)【要約】
　ウェーハ上のチップに対する圧力試験装置が開示され
ており、この装置は、圧力チャンバと、ハウジングの上
部部分と下部部分との間に配置されている支持プレート
と、ウェーハチャックと、試験手段と、位置決め装置と
を備える。このウェーハチャックと試験手段と位置決め
装置は、支持プレートで支持されており、および、圧力
チャンバ内に配置されており、および、さらに、支持プ
レートは、ハウジングの上部部分と下部部分との間のガ
ス連通を実現する開口を圧力チャンバの内側に備える。



(2) JP 2008-507688 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハ（１０６）上のチップ（１０７）に対する圧力試験装置（５００、６００、７
００）であって、
　ハウジングと、前記ハウジングを通して圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の中
に前記ウェーハ（１０６）を出し入れする装填手段（８００）とを備え、および、前記ハ
ウジングは上部部分（５０６、７０６）と下部部分（５０７、７０７）とを備える圧力チ
ャンバ（５０４、５１２、７０４）と、
　前記ハウジングの前記上部部分および下部部分（５０６、５０７、７０６、７０７）の
間に配置されている支持プレート（４００、６０５）と、
　ウェーハチャック（２０２）と、
　試験手段（２０３、２０４、２０５）と、
　位置決め装置（２０１）と、
を備える圧力試験装置（５００、６００、７００）において、
　前記ウェーハチャック（２０２）と、前記試験手段（２０３、２０４、２０５）と、前
記位置決め装置（２０１）とは、前記支持プレート（４００、６０５）で支持されており
、かつ、前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の内側に配置されており、および
、さらに、前記支持プレート（４００、６０５）は、前記ハウジングの前記上部部分およ
び下部部分（５０６、５０７、７０６、７０７）の間のガス連通を実現する開口（４０１
）を前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の内側に備えることを特徴とする圧力
試験装置（５００、６００、７００）。
【請求項２】
　前記支持プレート（４００、６０５）は前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）
の周縁の周りのカラーを覆うように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の圧
力試験装置（５００、６００、７００）。
【請求項３】
　前記支持プレート（４００、６０５）は、前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４
）のハウジングを上部部分（５０６、７０６）と下部部分（５０７、７０７）とに分割す
るように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の圧力試験装置（５００、６０
０、７００）。
【請求項４】
　前記上部部分（５０６、７０６）と前記下部部分（５０７、７０７）は、前記支持プレ
ート（４００、６０５）で支持されている互いに別個の部分であることを特徴とする請求
項３に記載の圧力試験装置（５００、６００、７００）。
【請求項５】
　前記支持プレート（４００、６０５）は、前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４
）の前記ハウジングの内側から前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウ
ジングの外側の一定の距離に延びることを特徴とする請求項１に記載の圧力試験装置（５
００、６００、７００）。
【請求項６】
　前記開口は前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の内側の前記支持プレート（
４００、６０５）の一部分に及ぶことを特徴とする請求項１に記載の圧力試験装置（５０
０、６００、７００）。
【請求項７】
　前記試験手段はプローブカード（２０４）を備えることを特徴とする請求項１に記載の
圧力試験装置（５００、６００、７００）。
【請求項８】
　前記試験手段は、前記プローブカード（２０４）を支持するように配置されているカー
ドサポート（２０３）を備えることを特徴とする請求項７に記載の圧力試験装置（５００
、６００、７００）。
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【請求項９】
　前記圧力試験装置（５００、６００、７００）は、前記支持プレート（４００、６０５
）で支持されている視覚システム（６０２）を備えることを特徴とする請求項１に記載の
圧力試験装置（５００、６００、７００）。
【請求項１０】
　前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウジング内に配置されている窓
（６０３）を備えることを特徴とする請求項１に記載の圧力試験装置（５００、６００、
７００）。
【請求項１１】
　圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）内のウェーハ（１０６）上のチップ（１０７
）の圧力試験方法であり、前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）は、ハウジング
と、前記ハウジングを通して前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の中に前記ウ
ェーハ（１０６）を出し入れする装填手段（８００）とを備え、および、前記ハウジング
は上部部分（５０６、７０６）と下部部分（５０７、７０７）とを備えている、圧力試験
方法であって、
　ウェーハ（１０６）をウェーハチャック（２０２）の中に挿入することと、
　位置決め装置（２０１）を使用して試験手段（２０３、２０４、２０５）に対して相対
的に前記ウェーハチャック（２０２）を位置決めすることと、
　支持プレート（４００、６０５）で試験手段（２０３、２０４、２０５）を支持するこ
とと、
　前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウジングの内側の圧力を変化さ
せることと、
　前記圧力変化によって前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウジング
を移動させることと、
　前記試験手段（２０３、２０４、２０５）を使用して前記圧力チャンバ（５０４、５１
２、７０４）内の前記ウェーハ（１０６）上の前記チップ（１０７）を試験すること
とを含む圧力試験方法において、
　前記支持プレート（４００、６０５）によって前記ウェーハチャック（２０２）と前記
位置決め装置（２０１）とを支持することと、
　前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウジングの内側に前記試験手段
（２０３、２０４、２０５）と前記位置決め装置（２０１）とを配置することと、
　開口（４０１）を実現し、および、これによって前記支持プレート（４００、６０５）
を通して前記上部チャンバ（５０４）と前記下部チャンバ（５１２）との間でガス連通を
実現することと、
　前記支持プレート（４００、６０５）の上面で前記ハウジングの前記上部部分（５０６
、７０６）を支持し、こうして上部チャンバ（５０４）を提供することと、
　前記支持プレート（４００、６０５）の下面で前記ハウジングの前記下部部分（５０７
、７０７）を支持し、こうして下部チャンバ（５１２）を提供することと、
　前記支持プレート（４００、６０５）の前記上部表面と前記下部表面とに対して互いに
等しい圧力を加えることと、
　をさらに含むことを特徴とする圧力試験方法。
【請求項１２】
　前記圧力変化による前記圧力チャンバ（５０４、５１２、７０４）の前記ハウジングの
移動によって引き起こされた移動力を、前記支持プレート（４００、６０５）だけを経由
して、前記ウェーハチャック（２０２）と前記試験手段（２０３、２０４、２０５）と前
記位置決め装置（２０１）とに対して及ぼすことを含むことを特徴とする請求項１１に記
載の圧力試験方法。
【請求項１３】
　ウェーハ（１０６）上のチップ（１０７）に対する圧力試験装置（５００、６００、７
００）としての、請求項１～１０のいずれか一項に記載の圧力試験装置（５００、６００
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、７００）の使用方法。
【請求項１４】
　前記チップ（１０７）はガスセンサであることを特徴とする請求項１３に記載の圧力試
験装置（５００、６００、７００）の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、後述の独立特許請求項の前文による、圧力試験装置と、ウェーハ上のチップ
を圧力試験する方法と、こうした装置の使用方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧力センサがマイクロメカニカル装置であり、この装置は、典型的には直径が１００ｍ
ｍから３００ｍｍで厚さが２００μｍから５００μｍであるウェーハ内に形成されている
。このウェーハは、各々の個別の圧力センサの性能が試験されることが可能であるように
試験用取付具内に取り付けられる。図１はウェーハを示す。後述の文章ではチップと呼ば
れている圧力センサは、自動試験装置を使用して、依然としてウェーハ形態である間に、
または、（ダイシングによって）互いに分離された後に、試験される。
【０００３】
　この試験装置は、典型的には、ウェーハまたは試験用取付具のためのチャックと、プロ
ーブカード（ｐｒｏｂｅ　ｃａｒｄ）のためのカードサポートと、試験中にウェーハまた
は試験用取付具を位置決めするための位置決め装置とを備える。こうした試験装置の大半
は通常の空気圧で機能する。しかし、圧力センサの場合には、通常の空気圧での試験では
不十分である。したがって、圧力センサは、低圧および／または過剰圧力で試験されるべ
きである。
【０００４】
　圧力センサの試験では、低圧がチャックの中を通して生じさせられるように、低圧がウ
ェーハの下部表面に向けて加えられるだろう。適正な機能を実現するために、センサの接
触面が、そのセンサ内の有効圧力面の反対側に配置されるべきである。
【０００５】
　チャックの中を通して過剰圧力を生じさせることが可能であるが、この場合には、ウェ
ーハは、そのウェーハの下方の圧力の力に少なくとも等しい力を使用して、そのチャック
に押し付けて保持されるべきである。典型的にはウェーハが非常に薄いので、非常に低い
過剰圧力においてウェーハの破損がすでに生じる可能性がある。
【０００６】
　過剰圧力試験の場合には、有効圧力面とその接点とがウェーハの同じ側面上に位置して
いることがある。公知の技術では、例えば針のような、プローブカードのプローブに関連
した導管が、センサの表面に接近させられる。ブローイング（ｂｌｏｗｉｎｇ）の流れを
正確に制御する時に、例えば圧力センサのようなウェーハ上の特定の区域が加圧される。
しかし、流れ制御を用いて、正確な圧力を得ることは困難である。さらに、こうした既知
の技術を使用することによっては、１０バールを越える高圧力を実現することが困難であ
る。
【０００７】
　別の公知の技術が、導管がウェーハ表面と一体になって圧力チャンバを形成するように
その導管をウェーハの表面に対して密着する形で押し付けることである。したがって、圧
力の制御はより容易である。しかし、大半の場合には、ウェーハ表面に向けて大きな接触
力が向けられることは許容されない。
【０００８】
　米国特許第４，７７７，７１６号明細書では、チャックが、ウェーハの周りに円周方向
にシールを備えている。プローブカードは、カバーの下方においてチャックの上方に配置
される。チャックをその上部構造に対して押し当たるように上向きに移動させることによ
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って、試験すべき圧力センサがプローブと接触させられる。これによって、チャックが上
方の構造に対して押し付けられ、および、その上部構造と一体になって気密封着されたチ
ャンバを形成する。圧力のレベルが外部圧力システムの補助によって変化させられること
が可能である。試験が高い過剰圧力で行われることが望まれる場合には、試験中にそのチ
ャンバを開く傾向がある圧力の力が、大きな加圧区域のせいで発生する。この圧力の力は
、チャックの位置決め装置に向かって方向付けられる。これによって、位置決め装置がそ
の構成によって大きな重量があるように形成されるべきである。別の問題が、センサとプ
ローブカードのプローブとの間の力がチャックの垂直方向の移動によっては調整できない
ということである。さらに、試験のための容積がその装置の構造によって削減される。１
つのセンサから別のセンサへの配置のために、その装置の圧力チャンバが開かれなければ
ならない。この圧力チャンバを閉じた後に、この圧力チャンバは再び加圧されなければな
らない。
【０００９】
　米国特許第６，３７３，２７１号明細書は、上部構造に対して押し付けられているチャ
ックの一部分が可とう性であり、および、特定の限界の範囲内でのチャックの水平移動を
可能にするように、上述の問題が低減されている別の典型的な解決策を提示する。したが
って、移動間の気密封着された加圧チャンバの開きが必要とされない。垂直方向の移動が
完全には固定されていないので、可とう性の構造がセンサとプローブカードのプローブと
の間に加えられる力の調整を可能にする。しかし、欠点が、ウェーハチャックに向かって
加えられる大きな圧力の力である。
【００１０】
　１つの公知の技術が図３に示されている。試験装置のための位置決め装置が、円筒形の
圧力チャンバの内側に配置されている。この圧力チャンバはそのチャンバ内の加圧力の変
化を原因として移動させられ、および、この移動が、壁の厚さが十分に大きすぎない場合
には、その壁を通して位置決め装置に伝えられる。したがって、この位置決め装置は、圧
力チャンバの壁に堅固に締め付け固定されることが不可能であり、そうでない場合には、
移動がその位置決め精度における問題を生じさせるだろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、上述の欠陥を克服する圧力試験装置を提供することであ
る。
【００１２】
　さらに、本発明の目的は、圧力チャンバ内のウェーハ上のチップを圧力試験する方法と
、圧力試験装置とを提供することであり、この圧力試験装置は、このようなチップの低圧
力および／または過剰圧力での試験で使用されることが可能である。
【００１３】
　さらに、本発明の目的は、圧力チャンバ内の試験用取付具内の分離された（ダイシング
された）チップを圧力試験する方法と圧力試験装置とを提供することであり、この圧力試
験装置はこうしたチップの低圧力試験および／または過剰圧力試験で使用されることが可
能である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　これらの目的は、独立特許請求項による圧力試験装置と方法とによって実現される。さ
らに、こうした装置の使用方法が提供される。
【００１５】
　本発明による典型的な圧力試験装置は、圧力チャンバを備え、この圧力チャンバは、ハ
ウジングと、このハウジングを通して圧力チャンバの中にウェーハを出し入れする装填手
段とを備え、ハウジングは上部部分と下部部分とを備える。典型的な圧力試験装置は、さ
らに、ハウジングの上部部分と下部部分との間に配置されている支持プレートと、ウェー
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ハチャックと、チップを試験するための試験手段と、この試験手段に対して相対的にチャ
ックとチップとを位置決めするための位置決め装置とを備える。
【００１６】
　試験手段によって、例えば、プローブと、圧力試験装置内の測定を制御するためのプロ
ーブカードと、このプローブカードを支持するためのカードサポートとが意味されている
。チップによって、例えば、ウェーハ上または試験用取付具内の圧力センサ、ガスセンサ
、または、回路が意味されている。このチップはダイ（ｄｉｅ）と呼ばれることもある。
以下の文章では、特に言及しない限り、ウェーハはチップのための試験用取付具に相当す
るだろう。試験用取付具によって、例えば、各々の個別のチップのための場所を備えるプ
レートが意味されている。試験用取付具は、例えば、金属格子タイプ、枠組タイプ、また
は、ワッフルタイプの取付台（ｃａｒｒｉｅｒ）であってよい。さらに、試験用取付具は
、チップが上に取り付けられ、接着され、または、付着させられる基板材料によって実現
されてもよい。ウェーハは、例えば、ガラス、または、ケイ素またはヒ化ガリウムのよう
な半導体材料で作られているだろう。
【００１７】
　本発明による典型的な圧力試験装置では、ウェーハチャックと試験手段と位置決め装置
は支持プレートで支持されており、かつ、圧力チャンバの内側に配置されており、および
、さらに、この支持プレートは、圧力チャンバの内側に、ハウジングの上部部分と下部部
分との間のガス連通を実現する開口を備える。
【００１８】
　典型的な圧力試験装置では、この開口の目的は、ハウジングの下部部分と上部部分との
の中に同一の圧力を提供することである。このようにして、同一の圧力が支持プレートの
両面上に加えられる。支持プレートの上部部分に向かう力は、下部部分に向かう力によっ
て相殺されるだろう。したがって、支持プレートは、加えられた力によって曲げられるこ
とがない。さらに、移動力が支持プレートの平面方向だけにおいて位置決め装置とウェー
ハチャックと試験手段とに及ぼされるので、圧力試験装置の圧力チャンバの構造が比較的
薄い支持プレートの使用を可能にする。加えられた圧力の変化を原因としたハウジングの
移動が位置決め装置とウェーハチャックとが幾分か移動させられることを引き起こす可能
性があるが、この移動の効果は、従来技術の技術において示されているような、位置決め
装置がハウジングの壁で直接的に支持されている場合よりも小さい。言い換えると、圧力
チャンバのハウジングからの移動が支持プレートによって減少させられる。試験すべきチ
ップを収容しているウェーハまたは試験用取付具が、支持プレートで支持されているウェ
ーハチャック内に位置しており、かつ、試験手段が支持プレートで支持されているので、
圧力試験装置内の位置決め装置の精度を改善することが可能になる。
【００１９】
　本発明の別の実施態様では、支持プレートは、圧力チャンバの周縁の周りのカラーを覆
うように配置されている。このカラーのサイズは支持プレートのサイズに依存する。支持
プレートの幅／長さは約１０００ｍｍであってよい。上部部分と下部部分の外径が５００
－７００ｍｍであってよい。これによって、上記周縁の周りのカラーの幅は１５０－２５
０ｍｍであってよい。
【００２０】
　本発明のさらに別の実施態様では、支持プレートは、圧力チャンバのハウジングの内側
から圧力チャンバのハウジングの外側に一定の距離だけ延びる。支持プレートが圧力チャ
ンバの内側に開口を備えているので、この距離は開口の端縁から始まってハウジングの外
側に延びる。したがって、この距離は、支持プレートのサイズと開口の直径とに応じて３
００－７００ｍｍであってよい。
【００２１】
　本発明のさらに別の実施態様では、支持プレートは、圧力チャンバのハウジングを上部
部分と下部部分とに分割するように配置されている。上部部分は下部部分と同じであって
もよく、または、これらが互いに異なっていてもよい。しかし、上部部分と下部部分と支
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持プレートは、気密封着チャンバを形成するように構成されている。
【００２２】
　本発明のさらに別の実施態様では、上部部分と下部部分は別々の部分であり、これらは
支持サポートで支持されている。ハウジングの上部部分は支持プレートの上面で支持され
ている。上部部分は上部チャンバを提供し、この上部チャンバは位置決め装置と支持プレ
ートとの上方を延びる。したがって、装填手段とウェーハチャックは上部部分内に配置さ
れるだろう。さらに、装填手段がウェーハチャックの付近に配置されていることが好まし
い。ハウジングの下部部分は支持プレートの下面で支持されている。この下部部分は下部
チャンバを提供し、この下部チャンバは位置決め装置と支持プレートとの下方を延びる。
したがって、位置決め装置は上部チャンバと下部チャンバとの間に配置されている。
【００２３】
　開口が支持プレートを通したガス連通を実現するので、圧力が上記チャンバ内で同一で
ある。したがって、上部チャンバから支持プレートの上面に向かう圧力の力は、下部チャ
ンバから支持プレートの下面に向かう圧力の力によって相殺されるはずである。
【００２４】
　本発明のさらに別の実施態様では、開口は圧力チャンバの内側で支持プレートから一部
分に及ぶ。この場合に、この開口は全体として圧力チャンバの内側にある。さらに、支持
プレートはこの開口の周りで連続しているだろう。この開口の直径は、図６に示されてい
るハウジングの内径ｄ１よりも、例えば２．５％、５％、１０％、１５％、２０％、３０
％、４０％、または、５０％小さい。開口の直径は、内径ｄ１よりも例えば１５ｍｍ、３
０ｍｍ、６０ｍｍ、９０ｍｍ，１２０ｍｍ、１８０ｍｍ、２４０ｍｍ、または、３００ｍ
ｍ小さいだろう。したがって、この開口の直径はハウジングの内径よりも小さい。したが
って、圧力チャンバの内側の支持プレートの開口の面積は、ハウジングによって画定され
ておりかつその開口の面積も含む、圧力チャンバの内側の支持プレートの面積よりも小さ
い。
【００２５】
　本発明のさらに別の実施態様では、試験手段はプローブカードを備える。このプローブ
カードは、ウェーハ上の単一のチップまたは幾つかのチップを試験するために使用するコ
ンタクトプローブを備えている。
【００２６】
　本発明のさらに別の実施態様では、試験手段は、プローブカードを支持するように配置
されているカードサポートを備える。このカードサポートは、支持プレートによって直接
的に支持されてよく、または、この支持プレート内に配置されている位置決め装置によっ
て支持されてよい。
【００２７】
　本発明のさらに別の実施態様では、圧力試験装置は、支持プレートで支持されている視
覚システムを備える。このシステムはカメラ、顕微鏡、および／または、光源を含んでよ
い。
【００２８】
　本発明のさらに別の実施態様では、圧力試験装置は圧力チャンバのハウジング内に配置
されている窓を備える。この場合に、この１つまたは複数の窓は、視覚システムが圧力チ
ャンバの外側に配置されている場合にその視覚システムの下方に配置されてよい。視覚シ
ステムと窓との両方がハウジングの上部部分の上方に配置されてもよい。
【００２９】
　さらに、本発明は、圧力チャンバ内のウェーハ上のチップを圧力試験する方法にも関し
、この圧力チャンバはハウジングと、このハウジングを通して圧力チャンバの中にウェー
ハを出し入れする装填手段とを備え、ハウジングは上部部分と下部部分とを備え、および
、この方法は、ウェーハをウェーハチャックの中に挿入することと、位置決め装置を使用
して試験手段に対して相対的にウェーハチャックを位置決めすることと、支持プレートに
よって試験手段を支持することと、圧力チャンバのハウジングの内側の圧力を変化させる
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ことと、圧力変化によって圧力チャンバのハウジングを移動させることと、試験手段を使
用して圧力チャンバ内のウェーハ上のチップを試験することとを含む。
【００３０】
　本発明による典型的な方法では、この方法は、支持プレートによってウェーハチャック
と位置決め装置とを支持することと、圧力チャンバのハウジングの内側に試験手段と位置
決め装置とを配置することと、支持プレートを通して開口を設け、これによって支持プレ
ートを通して上部チャンバと下部チャンバとの間にガス連通を実現することと、支持プレ
ートの上面でハウジングの上部部分を支持し、こうして上部チャンバを提供することと、
支持プレートの下面でハウジングの下部部分を支持し、こうして下部チャンバを提供する
ことと、支持プレートの上部表面と下部表面とに対して互いに等しい圧力を加えることと
を含む。
【００３１】
　本発明のさらに別の実施態様では、この方法は、圧力変化による圧力チャンバのハウジ
ングの移動によって生じさせられた移動力を、支持プレートだけを経由してウェーハチャ
ックと試験手段と位置決め装置とに対して及ぼすことを含む。
【００３２】
　本発明は、さらに、ウェーハ上のチップに対する本発明による圧力試験装置の使用方法
にも関する。例えば、化学戦ガスのような毒ガスのセンサを試験することが、安全かつ効
果的に行われることが可能である。
【００３３】
　圧力試験装置に関連して上述した詳細事項と実施態様とが、本発明の方法にも当てはま
る。
【００３４】
　以下では、添付されている概略的な図面を参照して、本発明を単に例示的に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　図１は、試験すべきチップを含むウェーハの上面図である。ウェーハ１０６は、圧力セ
ンサのようなチップ１０７を含む。ウェーハ１０６は１００個から１０００個のチップを
含むだろう。さらに、チップ１０７はコンタクトパッド１０８を備える。
【００３６】
　図２は、従来技術による試験装置の横断面図である。試験装置は必ずしも圧力チャンバ
なしでチップを圧力試験するために適用されなくともよいということが指摘されなければ
ならない。この試験装置２００は、位置決め装置２０１と、チャック２０２と、プローブ
カード２０４とプローブ２０５とカードサポート２０３とのような試験手段とから成る。
チャック２０２を位置決めするための位置決め装置２０１は、図２に示されているように
チャックが直交座標系のｘ軸とｙ軸とｚ軸とに沿って移動させられることが可能であるよ
うに構成されている。プローブカード２０４とそのプローブ２０５は、ウェーハチャック
２０２の上方のカードサポート２０３内に配置されている。
【００３７】
　チップを試験するために、ウェーハはウェーハチャック２０２の中に挿入されて、当業
で公知であり本明細書では説明しない仕方でウェーハチャック上に締め付け固定される。
ウェーハチャック２０２は、プローブ２０５がチップのコンタクトパッドと接触させられ
ることが可能であるように、試験を受けるデバイスすなわちチップの位置に位置決め装置
２０１によって移動させられる。プローブカードのプローブはチップのコンタクトパッド
に対して押し付けられ、および、試験手段によって通常の空気圧で測定が行われる。
【００３８】
　図３を参照すると、従来技術による圧力試験装置の横断面図が示されている。この圧力
試験装置３００は、図２に示されている試験装置２００に部分的に類似しているだろう。
この圧力試験装置は、窓３０２とカメラ３０３とが備えられている円筒形の圧力チャンバ
３０１を備える。位置決め装置が、レール３０５、３０６によって圧力チャンバのハウジ
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ングの内壁に取り付けられている。カメラは圧力チャンバの外側のラック３０４内に配置
されている。
【００３９】
　過剰圧力では、圧力が圧力チャンバの壁に向かって力を及ぼして、互いに反対側の壁と
レール３０５、３０６とを互いに引き離す形で押し動かす傾向がある。壁の厚さが十分に
大きすぎない場合には、この移動は壁を通して位置決め装置に伝達される。圧力チャンバ
のハウジングの外側に配置された支持体が存在せず、この支持体によって膨張が減少させ
られることがないので、圧力チャンバ３０１は自由に膨張するだろう。したがって、位置
決め装置は試験中に望ましくない形で移動させられ、その精度が低下させられる。
【００４０】
　図４は、図５に示されている本発明の第１の実施形態による支持プレートの上面図を示
す。この支持プレート４００は穴４０２を含み、この穴４０２は開口４０１の周りに円周
方向に配置されている。開口４０１の全体が、連続した支持プレート４００の内側にある
。この開口の形状は様々であってよい。例えば、この開口は長方形であってもよい。図４
では、この開口は円形であり、かつ、穴４０２の周縁の内側に配置されている。開口４０
１の半径は、位置決め装置が支持プレートによって穴の周縁の内側の開口の端縁から支持
されることが可能であるように選択される。この半径は支持プレートのサイズに応じて約
１００ｍｍから約４００ｍｍである。
【００４１】
　図５は、本発明の第１の実施形態による圧力試験装置の横断面図を示す。この圧力試験
装置５００は、上部部分５０６と下部部分５０７とを備える圧力チャンバのハウジングと
支持プレートとを備える。図２にさらに詳細に示されているように、この圧力試験装置は
、さらに、プローブカードとプローブとカードサポートとのような試験手段と、チップを
保持するためのウェーハチャックと、試験手段に対して相対的にウェーハチャックとチッ
プとを位置決めするための位置決め装置とを備える。ハウジングの上部部分は支持プレー
トの上面に取り付けられており、上部チャンバ５０４を提供する。ハウジングの下部部分
は支持プレートの下面に取り付けられており、下部チャンバ５１２を提供する。さらに、
圧力試験装置５００は、プローブとプローブカードと位置決め装置とからの電気ケーブル
のための密封されたリードスルー（ｌｅａｄ－ｔｈｒｏｕｇｈ）（図示されていない）を
備える。この圧力試験装置は、さらに、外部ポンピングシステム（図示されていない）の
ための密封されたリードスルーとダクトとを備えている。
【００４２】
　さらに図５を参照すると、圧力チャンバのハウジングの上部部分５０６は溝５０２と穴
５０５とを備えている。Ｏリングシール５１０が溝５０２の中に配置されている。圧力チ
ャンバのハウジングの下部部分５０７は溝５０１と穴５０３とを備えている。さらに、下
部部分５０７はＯリングシール５１１を備えている。溝５０１、５０２とシール５１０、
５１１は支持プレートの両側に互いに反対側に配置されている。
【００４３】
　図５では、カードサポートはチャックの上方において位置決め装置内に配置されている
。あるいは、代替案として、カードサポートが、圧力チャンバの内側において支持プレー
ト４００内に配置されてもよい。上部部分５０６と下部部分５０７は、図４と図５とに示
されているように、穴５０３、５０５、４０２の中を通る例えばボルト５０９とナット５
０８とのような締め付け固定手段によって、支持プレート４００に締め付け固定されてい
る。上部部分と下部部分は、溝５０１、５０２を有する表面が支持プレート４００に押し
付けられて配置されるようになっている。支持プレート４００は、圧力チャンバのハウジ
ングの上部部分５０６と下部部分５０７との間に水平方向に配置されている。これによっ
て、支持プレートと上部部分と下部部分とが、気密封着されたチャンバを画定する。
【００４４】
　穴５０３、５０５、４０２の直径が、ボルト５０９の直径よりもわずかに大きい。した
がって、ボルトが上部部分を下部部分に堅固に締め付け固定するが、支持プレートに対す
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るハウジングの限定された相対的移動を可能にする。このようにして、ハウジングの移動
は支持プレートに対してより少ない応力を及ぼし、および、より薄い支持プレートを使用
することを可能にする。例えば、支持プレートの厚さは約２０ｍｍである。支持プレート
の材料は例えばステンレススチールである。
【００４５】
　支持プレートのカラーの幅／長さは、圧力チャンバ内の加えられた圧力によって必要と
される幅／厚さよりも著しく大きい。支持プレートのカラーの幅／長さは、例えば、圧力
チャンバ内の加えられた圧力によって必要とされる幅／厚さの３倍、４倍、５倍、または
、さらには１０倍である。
【００４６】
　図６を参照すると、本発明の第２の実施形態による圧力試験装置の横断面図が示されて
いる。支持プレート６０５が上部部分および／または下部部分のハウジングの外側端縁か
ら遠ざかる方向に一定の距離だけ延ばされている。カメラ６０２のための直立サポート６
０１が支持プレート６０５内に配置されている。圧力試験装置はカメラを備え、このカメ
ラは上部部分の上方において直立サポート上に配置されている。圧力装置の上部部分は窓
６０３を備えており、および、この窓６０３はウェーハチャックの上方に配置されている
。
【００４７】
　図６の例では、シールによって、かつ、支持プレートの上面および下面に対して画定さ
れている面積は互いに等しい。これらのシールは円形であり、および、その直径ｄ２は互
いに等しい。すなわち、これらのシールはサイズが同じである。これらのシールはハウジ
ングの上部部分と下部部分との周りに円周方向に配置されている。さらに、支持プレート
に向かうハウジングの上部部分の開放表面の内径ｄ１は、支持プレートに向かう下部部分
の開放表面の内径に等しい。例えば、ｄ１は約６００ｍｍであり、および、ｄ２は約６５
０ｍｍである。したがって、開口の直径は約４００ｍｍであってよい。
【００４８】
　チップを試験するために、圧力チャンバはナットとボルトとを緩めることによって開か
れ、および、ウェーハは圧力チャンバのハウジングの内側のウェーハチャックの中に挿入
される。ウェーハは、当業者に公知の形でウェーハチャック上に締め付け固定される。圧
力チャンバは、ナットとボルトとを締め付けることによって気密封着される。試験が低圧
力または過剰圧力で行われる。この圧力は、外部圧力システムによって、例えば、機械式
ポンピングおよび／または低温ポンピングによって、圧力チャンバ内で抜きとられる。圧
力試験のために、ウェーハは所望の位置に位置決め装置によって移動させられ、および、
プローブが、例えば圧力センサのようなチップのコンタクトパッドと接触させられる。ウ
ェーハチャックは、図６に示されているように、直交座標系のｘ軸とｙ軸とｚ軸とに沿っ
て位置決めされることが望ましい。このチップは、圧力チャンバのハウジングの内側の試
験手段によって試験される。試験が完了されると、例えば圧力チャンバ内に配置されてい
る空気弁（図示されていない）を開くことによって、圧力が通常の空気圧に戻される。
【００４９】
　図７は、本発明の第３の実施形態による圧力検査装置の横断面図である。圧力チャンバ
のハウジングの上部部分は、図８に詳細に示されている装填手段８００を備える。この第
３の実施形態では、装填手段８００は、内側開口が圧力チャンバの内側に位置しているよ
うに配置されている。さらに、圧力試験装置７００は、試験手段と位置決め装置とからの
電気ケーブルのための封止されたリードスルー（図示されていない）を備える。この圧力
試験装置７００は、さらに、外部ポンピングシステム（図示されていない）のための封止
されたリードスルーとフランジとダクトとを備えている。ハウジングの上部部分７０６は
溝７０２と穴７０３とを備えている。Ｏリングシール７１０が溝７０２内に配置されてい
る。さらに、ハウジングの下部部分７０７が溝７０１と穴７０５とを備えている。溝７０
１はＯリングシール７１１を備えている。
【００５０】
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　図８を参照すると、本発明の第３の実施形態による装填手段の横断面図が示されている
。この装填手段の目的は、ハウジングを通してウェーハを圧力チャンバの中に出し入れす
ることである。この装填手段は圧力チャンバのハウジング内に配置されている。この装填
手段８００は、圧力チャンバのハウジングの上部部分の壁を通して配置されている入口チ
ャンバ８０１を備える。さらに、この装填手段は、内側の蓋８０３と、外側の蓋８０４と
、内側のヒンジ８０８と、外側のヒンジ８０７とを備える。この入口チャンバは、さらに
、圧力チャンバの内側の入口チャンバの片方の末端に内側開口８２５を備え、および、圧
力チャンバの外側の入口チャンバの別の末端に外側開口８２６を備える。内側開口は溝８
０９を含み、および、この溝８０９はシール８１１を備えている。さらに、外側開口は溝
８１０を含み、この溝８１０はシール８１２を備えている。
【００５１】
　図８では、内側の蓋は、内側開口を覆うように内側ヒンジによって入口チャンバに旋回
自在に取り付けられている。さらに、内側の蓋は入口チャンバの外側に配置されている。
内側のヒンジは圧力チャンバの内側の入口チャンバの中に配置されている。さらに、内側
の蓋は圧力チャンバの中に開かれるようになっている。内側の蓋が閉じられる時には、こ
の内側の蓋は内側の開口８２５に押し付けられて封着される。この蓋は、例えば直線アク
チュエータのようなアクチュエータの補助によって開口にぴったりと押し当てられる形で
閉じられることが可能である。内側の蓋は第１のアクチュエータによって作動させられる
。このアクチュエータは空気圧によって制御されることが可能である（図示されていない
）。第１のアクチュエータ８０５は入口チャンバの内側に配置されている。内側の蓋は第
１のアクチュエータ８０５と共に入口チャンバの壁で支持されている。
【００５２】
　外側の蓋は、外側開口を覆うように外側ヒンジによって入口チャンバに旋回自在に取り
付けられている。さらに、外側の蓋は入口チャンバの外側に配置されている。外側ヒンジ
は圧力チャンバのハウジングの外側の入口チャンバ内に配置されている。さらに、外側の
蓋は、圧力チャンバのハウジングと入口チャンバとの外側の領域の中に開かれるようにな
っている。外側の蓋が閉じられる時には、この外側の蓋は外側開口８２６に押し当てられ
て封着される。外側の蓋は、第２のアクチュエータ８０６の補助によって外側の開口に対
してぴったりと押し当けられる形で閉じられることが可能である。この外側の蓋は第２の
アクチュエータによって駆動される。この第２のアクチュエータは、入口チャンバと圧力
チャンバのハウジングとの外側に配置されている。外側の蓋は第２のアクチュエータと共
に入口チャンバの壁で支持されている。
【００５３】
　ヒンジ８０７、８０８とアクチュエータ８０５、８０６は、入口チャンバの壁だけによ
って支持されている。したがって、ハウジング７０６、７０７の移動が蓋８０３、８０４
のシーリングに対して悪影響を与えることがない。
【００５４】
　蓋８０３、８０４の両方が物理的サイズにおいて内側開口および外側開口８２５、８２
６よりも大きく、および、これらの蓋が閉じ位置に旋回させられる時に入口チャンバの開
口に対して押し付けられて封着されるようになっている。開いた位置では、内側の蓋は圧
力チャンバの中に入るように旋回させられている。さらに、開いた位置では、外側の蓋は
、図８に矢印で示されているように入口チャンバから外方に旋回させられる。
【００５５】
　試験すべきウェーハを装填するために、チャックが位置決め装置によって入口チャンバ
の付近に位置させられる。その次に、圧力チャンバが空気を抜かれ、および、これには圧
力チャンバの体積に応じた時間を要する。圧力チャンバが空気を抜かれた直後に、蓋８０
３、８０４が第１のアクチュエータ８０５と第２のアクチュエータ８０６とによってそれ
ぞれに開かれる。ウェーハは入口チャンバの内側開口と外側開口との中を通して圧力チャ
ンバの中に送り込まれ、圧力チャンバのハウジングの内側のチャックの中に挿入される。
その次に、蓋がアクチュエータによって閉じられ、開口８２５、８２６に押し付けられて
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封着される。蓋８０３、８０４の両方が同時に開かれた状態に保たれることが有利である
。このようにして、ウェーハが、蓋８０３、８０４の間で停止することなしに圧力チャン
バの中に送り込まれることが可能である。
【００５６】
　圧力試験装置の装填手段は、例えば手動または自動のロボットを使用して、自動化され
てもよく、このロボットは直交座標系のｘ軸とｙ軸とに沿ってウェーハを移動させること
と、圧力チャンバの内側のチャックの中にウェーハを挿入することとが可能である。ウェ
ーハの装填は、さらに、例えば把持トングまたは吸引装置を使用して、手動で行われても
よい。
【００５７】
　入口チャンバをさらに封止するために、圧力チャンバに加圧する前に、低圧力が入口チ
ャンバの中に加えられてもよい。こうして、内側の蓋８０３と外側の蓋８０４との両方が
、入口チャンバから外方に開くように配置され、封止された開口に押し付けられる形で、
より容易に締め付けられる。少なくとも主として蓋８０３、８０４を開くためにだけアク
チュエータが使用されることが可能である。蓋８０３、８０４のシーリングは、少なくと
も主として各々の蓋の両側の間に適切な圧力差を維持しながら生じるように構成されるこ
とが可能である。
【００５８】
　圧力試験においては、圧力チャンバの内側に低圧力が存在する場合に、外側の蓋が入口
チャンバの外側開口にぴったりと押し付けられて気密封着される。圧力チャンバの内側に
過剰圧力が存在する場合には、内側の蓋は入口チャンバの内側開口にぴったりと押し付け
られて気密封着される。
【００５９】
　図７と図８の装填手段は、図７と図８に示されている圧力試験装置とは別の他の種類の
圧力試験装置上において使用可能である。
【００６０】
　当業者は、位置決め装置を使用する代わりに、プローブとプローブカードのような可動
試験手段を使用することによって、圧力試験装置を変更してもよいということが指摘され
るべきである。これによって、試験手段が移動させられる場合に、その機構とチャックと
が所定の位置に保持されることが可能である。さらに、ハウジングの上部部分と下部部分
との中に溝を配置する代わりに、これらの溝が支持プレート内に配置されてもよい。した
がって、シールも支持プレート内に配置されてもよい。本発明はＯリングシール５１０、
５１１を使用するが、様々なタイプのシールが使用されてもよい。
【００６１】
　本発明の特定の実施形態を参照して本発明が示され説明されてきたが、これらの実施形
態は単に本発明を例示するために示されているに過ぎず、本発明の範囲の限定として解釈
されるべきではない。したがって、本発明の着想と範囲とから逸脱することなしに、形態
と詳細事項とにおける様々な変更がこれらに加えられることが可能であるということが当
業者によって理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】図１は、試験すべきチップを含むウェーハの上面図を示す。
【図２】図２は、従来技術による試験装置の横断面図を示す。
【図３】図３は、従来技術による圧力試験装置の横断面図を示す。
【図４】図４は、図５に示されている本発明の第１の実施形態による支持プレートの上面
図を示す。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態による圧力試験装置の横断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態による圧力試験装置の横断面図を示す。
【図７】図７は、本発明の第３の実施形態による圧力試験装置の横断面図を示す。
【図８】図８は、本発明の第３の実施形態による装填手段の横断面図を示す。
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